
意味と規範性

常 松 淳
言葉によって何かを意味するということと，規範性との関係はどのようなものであるか。本稿ではこの問
題を，主としてKripkeの議論を規範性の扱いという観点から再検討することを通じて考察した。私の考えで
は,Kripke(及び他の論者）による，意味と規範性との本質的な結びつきという想定は誤っている。本稿は，
この点を示す議論を提出することを試みている。

っている」のような，自己への意味帰属）の特殊な
(特権的な）性格を主張するもの(5)，また，
Kripkeの議論に，意味についての還元主義的な
前提（＝意味に関わる事柄は非意味論的な用語によ
って記述される事実に還元されうるという前提）を
見出し，それを問題視するもの(6)など，「意味」
に関わる点に限ってさえも様々である。
Kripkeの懐疑論は，ある特殊な設定の下に組
み立てられている。その設定には幾つかの（そ
れ自体は議論されない）前提が含まれているが，
ここで特に問題としたいポイントは言語におけ
る規範性の扱い方にある。というのは，言語の
規範性についての特定の見解が懐疑論の成立に
とって決定的に重要な役割を果たしているから
でもあるが，本稿の関心としてはむしろ，同様
な考え方が,Kripkeに限らず他の論者によって
も共有されているように見受けられるからであ
る(7)。そこで以下では，まずKripke懐疑論の
構造を分析し，そこで規範性が意味との関わり
においてどのように関係付けられているかを明
らかにする。次に，それが一体どのような規範
性であるのかを明確にした上で，そのような規
範性が意味することと(Kripke,及びその他の論
者達が想定しているような）本質的な関係を持つ

１ は じ め に

われわれが「意味（する)」というタームに
よって指示しようとしている現象は，どのよう
に理解されるべきか。本稿では，規範性との関
係という観点からこの問題について再考する。
議論の糸口としてまず,SaulA.Kripkeによ
って提出された議論(1)を取り上げたい。よく，
知られているように,Kripkeが創出した懐疑論
は，言葉によってある人が何かを意味している
ということは個人の次元において事実として確
立し得ないという結論を導き出すものであっ
た。しかし私は本稿で，懐疑論の結論じたいや
その解決についてではなく,Kripkeが展開した
議論において前提されている一つの考え方を再
検討することを通じて，意味と規範性との関わ
りについて一つの見解を提出する。
言うまでもなく，これまでKripkeに対する

批判は数多く提出されており，その論点も多岐
に渡っている(2)｡Wittgenstein解釈としての妥
当性を疑うもの(3)から，共同体を持ち出す
｢懐疑的解決」の意義を問うもの(4)，一人称的
な意味帰属（＝「私は自分の意味していることを知
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している（後に触れるが，他でもないこのような例
が選ばれているという点が重要である)。いま仮に，
私はかつて一度も57以上の数について加法'の
計算をしたことがない，従って「68+57」とい
う計算を行ったことが無いとしよう（ひとの経
験は有限なのだから，一度も行われたことのない'計
算の例が存在することは自明である)。もちろん私
はこの計算を行って「125」という答えを得る
だろう。
ここでKripkeは，奇妙な懐疑論者（以下，本

稿では「K」と呼ぶ）を登場させる。Ｋは，その
計算に対して私は「5」と答えるべきであった
と主張するのである。Ｋによれば，過去の有限
の計算事例において私は「プラス」と「+」を，
「クワス」と「。」によって表されるような関
数を指すために用いていたかもしれないのであ
る(12)｡
もちろんＫの主張は馬鹿げているように見

える。ところがＫは，私は過去においても常
に「プラス」でクワスを意味していたのだとあ
くまで言い張る。Ｋによれば，いまの私は過去
の使用法を誤って解釈していることになる。こ
の主張を支えるのは，もし私が過去において行
った実際の計算例のみに注目するならば，それ
を“クワス風”に再解釈することが論理的には
常に可能であるという点である。結局Ｋは，
私がいま（｢5」ではなく)｢125」と答えること
を正当化するような，「私に関する事実」（39）
は何もないはずだと主張するにいたる。
Kripkeによれば,Kへの反論は次の二つの条

件を満たさなくてはならない。
、私がクワスでなくプラスを意味していたと

いうことを構成する「事実」とは如何なるもの
であるかを説明するものであること。
．その「事実」は私が今「125」と答えるこ

とを如何にして正当化するのかを示すものであ

ていないと論じ，最後に，規範性を見出す視点
について述べる。
同書におけるKripkeの議論はしばしば，規

則順守rule-followingの問題一般を論じたもの
として捉えられており，社会学においても主と
してその文脈で論じられている(8)。確かに
Kripkeの懐疑論は｢規則に従うこと」を巡って展
開されている。しかしそれは同時に「(言葉で何
かを）意味すること」についての考察ともなっ
ているのである。だからこそ「私的言語(9)（の
不可能性)」についての議論として提起されてい
るわけである。なぜ規則の問題と言語（の意味）
の問題が同一の文脈で論じられてしまっている
のかは，以下で言及される('0）。

2Kripke懐疑論の構造

Kripkeは同書において，人が言葉によって何
かを「意味している」ということの（その人に
ついて見出され得るような）“事実性”を否定す
る，懐疑的な議論を独特な仕方で創出して見せ
た。それは，「いついかなる時であれ，私が
｢プラス」によって，あるいはその他の語によ
って，何を意味しているのかについての事実と
いうものはありえない」(40)という結論を持っ
ている。つまり，ある人が何らかの語を使うこ
とによって何かを意味するという:ことを構成す
るような，その人についての事実と呼べるもの
は何もないと主張されているのである。この結
論に至る懐疑論の構造はどのようなものである
のか，既に各所で紹介されてはいるが，簡単に
Kripkeの議論を追ってみよう(11)。

2.1懐疑論者の主張
Kripkeは，考察を主として「プラス」という

語（及び「+」という記号）を具体例として展開
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ること。
ここで注意しなければならないのは,Kが懐

疑を差し向けているのは「加法（アディション）
が一つの答えを決定しうるかどうか」ではない
ということである。「プラス」と「クワス」が
それぞれアデイション，クワデイションという
関数を表すこと，また，それぞれの関数がある
決まった計算結果を与えるであろうことは問題
視されていない。疑われているのは，現在の私
の「プラス」という語の使用が正当化されてい
るかどうかなのである。
Kripkeの懐疑論が提示する問題とは，結局次

のようなものになる：「私が今なすべきことを
命令mandateするところの，私に関する過去の
事実一プラスによって私が「意味していた」こ
と-は存在していたであろうか」(26)。これに
対してＫは，私の過去の外的な振る舞いや内
的な心の歴史に属するいかなるものも，私がク
ワスではなくプラスを意味していたことを構成
するようなものではないと主張する。そして，
過去においてクワスでなくプラスを意味してい
たということを構成する事実がないとすれば，
現在においても同様であると結論されるわけで
ある。

な回答としての条件を満たしているかどうかを
Kripkeが実際に検討している「事実」の候補は
三種類に限られている。それら三種の「事実」
とは，一つには過去における具体的な計算の事
例（紙に書き下されたものであれ，自分に対する内
面的な指示であれ）であり，もう一つは「傾向性
disposition｣,そして内観可能な独特の「質
quale」である。吟味の結果，それらは全て，
前記の「正当化するものであること」という条
件を満足することが決してないとして全て退け
られているのである。意味することを構成する
ような「事実」が持っていなくてはならないと
Kripkeが前提する規範性の要請がここで効いて
いるのが分かる。
Kripkeが検討しているこれらの「事実」候補
は，明らかに偏っている印象を与えるかもしれ
ない。このような「事実」観の偏りはしばしば
(同書における限りでの)Kripkeの還元主義(=意
味論的事実は非意味論的事実へと還元されなければ
ならないとする考え方)として批判されている(13)。
つまりＫは，話者による意味論的な用語を用
いた自己申告（｢私は…を意味していた」という主
張)(14)を初めから信用しない，意味についての
還元主義的見解の持ち主なのである。要するに，
私が「+」でアデイションを意味していたこと
が確実であるかどうかが疑われているのだが，
それが確実であるかどうかは何らかの非意味論
的な「事実」を提示することによってしか確立
できないと,Kによって前提されているのであ
る。
この前提に対してわれわれは，私が「+」で

アディションを意味していたことは，それ自体
で何か特別な確実さを持っていると考えたくな
る。このような直観に基づく反論に対処するべ
<Kripkeは，「意味している」ことに伴う「(他
に還元不可能な）独特な質を有する経験」がＫ

2.2「事実」の性格付け
前節で確認したように，この懐疑論において
は，言葉で何かを意味することを構成するよう
な，私についての「事実」の存在そのものが疑
われている。ここで当然，「事実」とはどのよ
うな性格を担わされたものであるかという問題
も立てられるが，本稿ではむしろ「意味するこ
と」に対して課された条件にこそ焦点を絞って
いきたい。
ただここで，「事実」の扱い方について若干

の検討を加えておく必要があろう。Ｋへの有効
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秘化」(100)だと批判してはいるのだが，確か
にBoghossianが言うように(Boghossianl989:
101-103),Kripkeは非還元主義が誤っているこ
とを積極的に示しているわけではない。しかし
ながらそれでもなお，そのような「プリミテイ
ヴな心的状態｣が新たな言語使用を如何にして
｢正当化」できるのかというＫが固執する規範
性の条件そのものは依然として残るだろう。そ
して，この条件こそが問い直されねばならない。

への回答となるかを検討し，棄却している。彼
がこの回答を退ける理由は，「そのような経験
は，今までに遭遇したことのない新しい場面で
何を為すべきかを，私には教えてくれないだろ
う」（84)ということに求められている。ここで
Kripkeが，「還元不可能な経験」を「頭痛や吐
き気」のような感覚と同列に捉えていること
(Kripkel982=1983:78)から分かるように，言わ
ばその「経験」は，それ自体としては解釈され
ざる（従っていかようにも解釈できる）無記の状
態なのである。であるが故に,Kripkeは「ある
時に私の心の中にあるものが何であろうと，そ
れを私が未来において別様に解釈することは自
由なのである」（209）と述べることが可能にな
っている。
Ｋが暗に要請しているようなタイプの事実し

か認めない限り,Kripkeがそれに課した規範性
の条件（＝新たな事例における語や記号の適用を正
当化するものであること）を満たす事実は確かに
見つからないように思える。というのは，正当
化という関係そのものが意味のレヴェルで成立
する関係と考えられるからである。このことか
らKripkeは，何かを意味しているということ
を構成するような「事実」は存在しないという
結論を導いているわけだが，このような懐疑論
的結論を，むしろ還元主義が誤っていることを
示すものだと見る立場もありえる。「意味して
いる」のような状態を非一意味論的な用語によ
って記述しようとする還元主義的前提に立つ限
り，「意味していること」についての満足ゆく
説明は得られないことを,Kripkeの懐疑論は逆
説的に示しているのだと捉えるわけである。
この非一還元主義的立場にたてば，何かを意

味しているということを，例えば，「プリミテ
イヴで非経験的な心的状態」(McGinnl984=1990:
226）と見なすであろう。Kripkeはそれを「神

2.3規範性の要請
話者の「傾向性disposition」によってＫの懐

疑的な議論に答えようとする議論をKripkeは
重点的に検討し，そして棄却している。既に述
べたように，その理由は主に「意味しているこ
と」の規範性に求められている。この「規範性」
とはどのようなものであるか。
傾向性論者が与える説明は，私は「125」と

答える「であろうwill」ということしか示さ&な
いが,Kripkeによれば，そのような「記述的」
説明では不十分である。

論点は，もし私が「+」によってアデイシ
ヨンを意味したならば，私は「125」と答え
るであろう(will)という事ではなく，もし私が
｢+」のこれまでの意味と一致しようと意図
するならば,私は「125」と答えるべき(shOllld)
なのである，という事なのである。（70）

ここで,Kripkeの議論において想定されてい
る規範性の内実について明確にせねばならな
い。それはいかなる側面において，どのような
意味で規範的なのか。三点指摘しておきたい。
McGinnはKripkeのいう規範性を「通時的

transtemporalな観念」だと捉えている(McGinn
1984=1990:243)。彼によれば,Kripkeが要請し
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ているのは「過去において意味していたのと同
じ事を，現在において（新たな適用において）も
意味すべきである」という規範性である。言い
換えれば，ある語の使用においては，時を通じ
て同じことを意味していなくてはならないとい
う意味での規範性である。この捉え方では，過
去における意味と一致した語の適用が正しい適
用であり，一致しない適用が誤った適用と見な
されることになろう。
確かに，既述のように,Kripkeの設定では時

間的な要因が導入されている。「過去において
意味していたことと一致しようと意図するなら
ば」という形で，過去と現在（将来）との関係
に焦点が当てられているのである。しかしこれ
は，あくまで問題の規範性が発効するための条
件であって，意図的に意味を変化させて使うよ
うな事例を排除するために設けられていると考
えるべきである(15)｡Kripkeが課している規範
性はあくまで，語をどのように適用するべきで
あるかという点に関わるのであって,McGinn
の論ずるごとく，同じことを意味するべきであ
るかに関わるものではない。
次に，問題の定式化として，「話者が語（の

発話）によって何かを意味すること」と「語が
何かを意味すること」を区別しておきたい。こ
の二つは，論点の取り出し方として全く異なっ
ている。例えばBoghossianはKripkeの考える
規範性を「語が何かを意味するということは，
その語はある特定の対象に対して用いられた時
に限り正しく適用されたことになる」という形
で捉えている(Boghossianl989:513)が，そもそ
も問われていたのは，話者が語（の発話）によ
って何かを意味しようとすることに関わる規範
性であって，「語そのものが何を意味するか」
に関わる規範性ではない。議論の焦点は語では
なく，それを使う話者に当てられているのだっ

た。
最後に，問われているのは，「プラス」や

｢＋」という個々の語（記号）の適用における
正しさであって，文法上の適格さではない。
｢プラス」という語を使った文が全体として文
法的に適格であるかどうかではなく，むしろ，
文法的には適格な文のなかで「プラス」という
語をどのように使うべきかに焦点が当てられて
いる。それゆえ，本稿で対象としているのは，
語使用のレヴェルでの意味することと規範性と
の関わりである。
既述のようにKripkeは，問題の規範性を語

使用に関わる「will/should」の対立として捉え
ており，同時に「正当化の必要性」として描い
てもいる。「＋」によってアデイションを意味
しているなら，なぜわれわれは「2＋３＝５」
と答える〈べき〉なのか，といえば，なぜなら
それがアデイションの指定するく正しい〉答え
であるから，ということになる。つまり，ある
新たな言語使用は，なにごとかを意味するため
には，その意味するところによって正しい適用
として正当化されていなければならないという
のが,Kripkeが「意味すること」に対して課し
ている条件なのである。彼はこう書いている。

私が何を意味しているかに関する事実は-
もし私が言葉を以前に用いたのと同じ意味で
用いたいのならば-私の未来の行為を正当化
し，それを不可避にするものとして想定され
ていることを思い出して欲しい。これが，私
が何を意味しているかに関する事実について
の基礎的な要請であった。（７７；強調原文）

以上の明確化を踏まえて，次のように言って
おきたい。Kripkeはその懐疑的議論を構成する
にあたって，言葉によって何かを意味すること
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て意味することを，規則順守の一ケースとして
捉えることに他ならない。
Kripkeの懐疑論において前提されているこの

考え方に従うならば，何ごとかを意味するため
には，ある語を正しく使えていること，その新
たな適用が正当化されていることが必要だとい
うことになる。そしてこのような捉え方は，懐
疑論の構成に当たって「｢プラス』（ないし『＋』）
によってアデイションを意味するならば」とい
う定式化が採用された時点で，既にして暗黙の
内に導入されていたと言うべきであろう。とい
うのも，この定式化の下では，意味されるべき
対象としてのアデイション（という関数）の存
在は確保され，「記号を正しく適用すること」
が「アデイションを意味すること」と等置され
ているからである。
このことは，算術から言語一般に自分の議論

が拡張されうることを示すためにKripkeが挙
げているもう一つの例(Kripkel982=1983:35)に
も見て取ることが出来る。この場合の懐疑論者
は，私は「テーブル」によってタベヤーtabair
を意味していたのだと主張する(16)。つまり懐
疑論者にかかると，生まれて初めてエッフェル
塔の中に入ったひとは，椅子を「テーブル」と
呼ばなくてはならず，テーブルを見つけたとき
にそれを「テーブル」と呼ぶことは正当化され
ていない，ということになる。
いずれの例においても明らかなのは，正当化
された語使用を厳密な仕方で述べる方策が前提
されているということである。アディションが
どういう答えを指定するかは疑われていなかっ
た。同様に，「タベヤー」の意味を説明すると
きの「テーブル」や「椅子」もまた，それが何
を指すかは疑われていない。この懐疑論がそも
そも理解可能であるためには，懐疑に晒されな
いメタレヴェルの言語，しかも，懐疑する側に

にとって規範性は本質的だという想定を導入し
ている。ここで「本質的だ」というのは，規範
性に従わないならば，言い換えると，語の使用
が正当化されているのでなければ，それによっ
て何ごとかを意味するということはない，とい
うことである。

３意味することにとって規範性は本質的か？

さて，私が本稿で批判したいのは，言葉によ
って何かを意味することにとって規範性が本質
的であるという，この想定である。私の考えで
は，このような前提がある程度のもっともらし
さをもって導入され得たのは，議論が「プラス」
のような算術記号を事例として展開されている
が故である。算術の例に集中することによって，
意味の問題を同時に規則(この場合｢加法の規則｣）
の問題として，つまり語と（意図された）関数
との関係として論じることが可能になっている
(当面の議論の枠組みにおいて，アデイションの規則
そのものが疑われていないことは既に述べた)。し
かし，言葉によって何かを意味することを規範
的な拘束力という観点から眺めることがもっと
もらしいのは，事例を算術の演算に限定してい
るからに過ぎない。
Kripkeは，自身の懐疑論が「言語一般に適用
されるものであり，数学の事例において最も抵
抗なく明らかにされ得るとはいえ，数学の事例
に限定されるものではない」（35)ということを
強調している。主に数学の事例をめぐる懐疑論
が言語一般に適用される筈だというKripkeの
主張の背後にあるのは，次のような暗黙の仮定，
即ち，算術以外のいわゆる日常言語においても
また，アデイションが正しい使用法を指定する
のと同じように，正しい用い方が決まっている
という考え方である。これは，語の使用によっ
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も懐疑を受ける側にも同様に理解された言語が
必要とされており，その言語によって，何を意
味しているのかを表す選択肢（アデイションかク
ワディションか，テーブルかタベヤーか）がそれ自
体は疑われない仕方で提示されている。つまり，
懐疑は選択肢の内部においてではなく，選択肢
間の選択において提起されているのである。
本稿の問題関心は，言葉で何かを意味するこ
とは，一般に上記のような仕方で提示された
｢意味の選択肢」が指定する「正しい」用法に
よって束縛されたものとして見るべきかどうか
にある。果たして，新たな語使用は，それによ
って何ごとかを意味するために，意味（ないし，
意味していること）によって正当化されたり，
｢不可避にされて」いなくてはならないだろう
か？
まず確認しておきたいのは，どのような言語

使用であれ，それが正当化されたものであるか
否か，不可避にされたものであるか否かとはひ
とまずは独立に，聴き手による解釈に晒されう
るということである。ここで「正当化された」
の二つのレヴェルを区別しておく必要がある。
一つは，解釈者の認識とは独立に成立すると想

定されるような「正当化」であり，もう一つは
解釈者によって認定される限りでの「正当化」
である。Kripke(や後に触れる他の論者）の議論
において，この二つのレヴェルは混同されてい
る（この問題については次章で再度論じる)。前者
の意味での「正当化｣，つまり，相手の発話が
解釈者のあずかり知らぬところで「正当化」さ
れているかどうかは，そもそも解釈のプロセス
に関与的でないだろう(17)。一方，後者の意味
での「正当化｣，即ち，解釈者が話者の語使用
に対して下す判断における「正当化」（その発話
が正当化されている／いないという解釈者による判
断）は，ある意味で解釈に関わってくると言え

よう。しかし，このとき，語が「正当化された」
と見なされる使用法に違背して用いられていた
としても，その語を含んだ発話が聴き手によっ
て理解されるという事態は想像に難くない。具
体的に言うなら，例えば，語の意味を（聴き手
の側からすれば）“勘違い”している人の語使用
もまた，聴き手によって，話者が意図するよう
に解釈されうるということである。あるいはま
た，意図的にせよ，非意図的にせよ，まったく
新しい（少なくとも聴き手にとって新しい）仕方
でなされた語使用も，聴き手によって解釈され
うるものである('8)。このように言うとき，そ
れがどのような解釈であるのかという問題が生
じていることは明らかであるが，ここでは少な
くとも次のことに留意すべきである。即ち，こ
れらの事実を考慮するならば，語使用に対する
正当化が，その語を含んだ発話によって何かを
意味することにとって本質的であるという想定
が疑わしくなる。というのは，ある語を使った
発話が聴き手によって理解されているにもかか
わらず，話者がその語の発話において何ごとを
も意味できていないと考えることは難しいから
である('9)。
これまではKripkeの議論に寄り添う形で，

｢語の使用において意味する」という局面に注
目してきたが，語の使用ではなく，語の理解と
いう側面からも同種の問題が提起しうる。そこ
で，語の理解と「正しさ」との関係についての
次のような議論を検討しておこう。
自分がある語を理解しているかどうかを如何

にして知るか，という問題について飯田隆は次
のように主張している。即ち，自分が言葉を理
解しているかどうかは，自分がどのような感じ
を持っているかということのみによって知るこ
とは出来ず，他人が言葉をどのように使ってい
るかを知ることによってのみ，そう出来る，と
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れないような使用（誤用とされる使用，他者とr-
致しない使用）であっても，それが解釈可能で
ある限り，なにごとかを意味できているのであ
る。「意味すること」を狭く捉えるKripkeは，
｢逸脱した」（と見なされる）言語使用の扱いに
際して些か冷淡である。彼は，自分にとって
｢奇妙なbizarre」語使用をなす者に対する再解
釈は「殆どの場合不可能」(178)であると述べ
ている。しかし，「識別可能なパターンを殆ど
示さない」(176)ような語の使用と，もう一方
で「(特定の）規則に従っている」という形式の
判断で捉えられるそれとの間にも，解釈可能で
あるような言語使用の領域が存在するはずであ
り，そこでは何かが意味されていると考えるべ
きなのである。
本章の最後に，「解釈可能である」とはどう
いうことであるかについて，僅かながら説明を
加える必要があろう。まず明確にされるべきは，
｢解釈」ということの意味である。われわれは
ここで，「解釈」の中に，適切なcoITectものと，
そうでないものとの区別のあることを認めなく
てはならない。そしてこの適切さは，話し手と
聴き手のコミュニケイションという観点からし
て，話し手の意図との相応性として捉えられる。
即ち，「解釈可能である」という時の「解釈」
は，話し手の意図に即した仕方で解釈されうる
という意味である。では何がこの意味での適切
さの指標となるのか。そのもっとも緩やかな
（そして常識的な）規準としては，問題の語使用
を含んだ対話の「総体的な円滑さgeneralnu(3cy」
(20)が考えられよう。円滑さはもちろん程度を
持っているが，程度の差異は感得できるもので
ある。適切な仕方で聴き手が解釈しているとき，
その対話は円滑に進むであろう（これは両者の
意見が一致しているということではない。ある程度
は円滑に進む対話においてこそ意見の不一致，主張

(飯田1993:226-7)。ここで飯田が問題にしてい
るのは，私の考えでは，自分がその言葉を「正
しく」理解しているかどうかである。この図式
では，ある言葉の「正しい」理解と「誤った」
理解との区別をつけるための参照点として，他
者の言葉遣いが導入されている。この枠組みに
おいても，どの他者の言葉遣いを参照すること
が自分の理解の「正しさ」を保証するのか，と
いう問題は別に立てられるであろう。単に任意
の他者を参照するだけでは，自分がその人と
｢同じように」理解していることは確かめられ
ても，「正しく」理解していると確かめられる
わけではないと論ずることが可能だからであ
る。いずれにしても，ここで「誤った」理解
(＝他者の言葉遣いと一致しないような理解）は端
的に「理解していない」ものと見なされている。
しかし，他者の言葉遣いと一致しなかったと

き，それが「規範に反した．誤った理解である」
ということと，いかなる意味でも「理解できて
いなかった」ということは同じではあり得ない。
言い換えれば，他者の言葉遣いと一致しない仕
方で言葉を使っているならば，即ち全く理解で
きていない，ということなのではない。上述の
ような議論は，「理解」という概念を不当に狭
く捉えていると言うべきである。
ただし一方で，いかなるケースをも「理解し

ている」ものと見なすこともまた誤っているだ
ろう。「全く（何も）理解していない」という
状態もまた適切に位置付けられなければならな
いからである。言い換えれば，「理解」と端的
な「無理解」との違いがどこかに見出される必
要がある。語の使用という観点に戻るなら，語
の有意味な発話とランダムな発声との違いはど
こにあるのか，ということになろう。
前者であるための条件の一つは，それが「解
釈可能であること」である。正しいとは見なさ
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する主張は何処にその根を持っているのだろう
か。何かを話しながら話し手が「自分は自分の
意味していることを他人よりもよく知ってい
る｣と疑念なく信じている，といった事態は決し
て珍しいものではないし，多くの場合われわれ
はその信念を尊重している。このような，意味
についての一人称的権威の想定とその尊重は，
言語を個人のレヴェルで捉える見解へと通じる
ものでもある。そして，このような見解に対す
る反対根拠として取り上げられるのが，言語に
おける規範性である。例えば飯田隆は，孤立し
て考えられた個人の言語理解から考察を出発さ
せるやり方を批判して次のように述べている。

の対立が生じるのである)。
しかしながら，対話が円滑に進んでいること

が解釈の適切さを保証するわけではない。言わ
ば“こんにゃく問答”的な円滑さというものが
考えられるからである。この意味で，解釈は常
に「仮説的(２１)」であると言ってよいだろう。
当初の解釈の適切さは，常に，後から振り返っ
て帰されるものであり，しかも振り返りの最終
地点というものは，原理的には存在しないから
である。
次に「解釈可能である」に含まれる「可能性」
の意味についてであるが，一つの問題は次のよ
うなものだ。即ち，もし特定の聴き手によって
特定の解釈が行われたことをもって，話者が何
ごとかを意味していることの規準とするなら
ば，意味しているか否かという問題が聴き手の
解釈能力に依存することになる。では，ある目
新しい語使用に対して，それを解釈することが
出来ずに「無意味だ」と見なしてしまうような，
頑なな聴き手を相手にしてしまった話し手は，
そのことによって「何も意味できていなかった」
と見なすべきだろうか。他の，より柔軟な聴き
手が相手であれば対話は円滑に進んだかもしれ
ないという想像可能性を考盧するならば，答え
は否定の方に傾くだろう。つまり，解釈可能性
を，特定の偶然的な聴き手との関係として捉え
ない方向である。しかし，気を付けなければな
らないのは，話者はその頑なな聴き手に対して
は意味することに失敗したという点である。そ
して，にも拘わらず彼の発話が解釈可能である
ということは，別の（より柔軟な）聴き手の想
定と相対的にのみ言えることなのである。

こうした考察法の誤りは，言語使用のもつ
ある本質的な側面，すなわち，その規範性を
説明できない点に，端的に現れている。（飯
田1987:221)

確かに，言語使用者をその環境の総体から完
全に切り離した上で彼の言語理解を解明しよう
とするならば，彼がその言語使用において「正
しい／誤っている」と見なすことは，差し当た
っては不可能に思われよう。というのも，この
ような説明図式の下では，それぞれの話者の言
語理解（とそれに基づいた使用）そのものが考察
の材料となる基礎的な事実であって，そこから
考察を開始するしかない以上，その言語理解の
｢正しさ／誤り」を観察者として外部から判断
するための規準は存在しないからである。
われわれはここで，問題となっている「正し
い／誤っている」という区別が，どのレヴェル
で設定されているのかを仕分けしなくてはなら
ない。明らかに，話者自身は日常的に「正しい
/誤り」の区別を適用するであろう。つまり，
｢正しい／誤っている」の区別は実際にわれわ

４規範性の次元

言語と規範性との本質的な結びつきを前提と
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くてはならないという点に規範性が見出されて
いる。この図式において「正しさ」の規準は，
個々の話者が持っている（｢誤って」いるかもし
れないような）理解や傾向性そのものの中Iこは
ない。彼が理解しているかどうかの規準は,ど
こか話者の外に探し求められるだろう（例えば
｢共同体の使用」に)。そしてこの時，「正しさ／
誤り」と「理解/非一理解」とが対応づけられ
ていることに注意されたい。外部の規準に照ら
して「正しく」使っているならば「理解」して
おり，「誤って」使っているなら「理解してい
ない」わけである。この種の対応付けは，前章
までで検討した主張にも見出されたものであっ
た。規範性に関するこのような主張を行う論者
は，観察者視点に立っていると言えよう。
一方，やはり言語の規範性を主張するああ論

者は，われわれの言語理解には語を「正し‘〈理
解しようとするコミットメント」が含まれてい
ると主張する(Burgel989:184)。自らの理解に
おける「誤り」を認め，（他者による，または自
身による）訂正を受け入れる姿勢自体を語の理
解の一部と見なすということである(22)。この
ような主張は，行為者視点から見た規範性の様
態を述べたものだと言える。
要するに，両者ともに言語における規範性を

主張しているのだが，そこには見過ごせない相
違がある。即ち，前者は規範性を観察者視点か
ら設定し，後者は行為者視点に設定している。
そして，前者の考え方に従えば，言語理解の有
無そのものが，言語を「正しく」使用できてい
るかいないかによって決まることになる。…一方
後者では，「正しく理解しようとする」という
話者自身による構えそのものを意味理解の-一部
に含めてはいるが，「正しさ」と理解を一義的
に結びつけていない点で前者と異なっている。
これまで論じたように，私の考えでは，前者

れの言語活動において機能しており，われわれ
は自らの，あるいは他者の言語使用に対してこ
の区別が適用される可能性を認知していると言
ってよい。具体的に言うなら，辞書の指定する
語法を「正しい」として優先させたり，ある種
の語彙については専門家の権威性を認めたりす
るのである。しかしこのことと，話者の言語理
解を何らかの外的な規準に照らして「正しいか
誤っているか」について“客観的な”判断を下
すことは同じではない。この時，「正しい／誤
り」の区別は話者による了解とは異なる次元に
設定されているからである。
これは，言語使用についての正誤判断が，い

わば観察者視点と行為者視点のどちらに定位さ
れているのかの相違である。われわれが日常的
に語法の「正しさ・誤り！」の区別を適用すると
き，その判断は行為者視点からなされている。
一方，理論家が言語や意味について論じるとき

に，行為者視点を超え出た観察者視点を取りな
がら規範性を捉えるケースがある。そして，ど
ちらの視点が取られているかによって，意味と
規範性との関係についての主張は，その趣旨が
全く異なってくるのである。この点を明示化す
るために，言語の規範性を同じように主張しな
がら，重要な点で異なっている二つの見解を対
照させてみよう。
ある論者は，意味理解を個人の傾向性に還元

するような議論は「意味の規範性」を説明でき
ないと(Kripkeと同様に）指摘した上で，次のよ
うに述べている。
（語の理解は一引用者）それを正しく使用でき

る能力に存する。言い換えれば，ある語を理解
していることは，それを私がどのように使うべ
きかを決定する。(Koppelbergl995:341)
ここでは，ある語を理解していると言い得る

ためには，それを「正しく」使うことが出来な
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のような見方は意味の理解と「正しさ」とを一
意的に対応づけている点で誤っている。意味と
規範性との関係はこのように解されてはならな
い。Kripke(及び他の論者たち）において，言語
における規範性は，言語の外部に，いわば二言五ロ ロ ロ

を言語として成立させるようなものとして想定
されてしまっている。しかし，この点において
彼らは意味というもののあり方を見誤っている
のである。

る事実”のみが解釈可能性を保証するわけでは
ないのである。
言葉を使うときには様々なレヴェルで規範が

作用していることは疑いない。本稿が批判して
いるのは，意味することと規範性との本質的な
繋がりという考えに対してであって，言語実践
に作用する規範性の存在そのものを否定するも
のでは全くない。むしろ，解釈という場面にこ
そ規範性は深く関わっているだろうからであ
る。

５終わﾚﾉに

Kripkeはその懐疑論で，意味していることを
構成するような（個人に関する）「事実」は存在
しないことを示そうとした。私が本稿で批判し
たのは，その懐疑論（や他の論者達の議論）に潜
在しているある考え方，即ち，規範性と意味
(すること）との関係についての特定の見解であ
る。Kripke(及び他の論者）が要請するような規
範性は意味することにとって非本質的だと見な
すからといって，私は,Kripkeが検討し，そし
て棄却した類の「事実」をそのまま認めるべき
だと主張するものではない。実は，「意味する
ことは個人において見出されるような事実では
ない」という懐疑論の帰結そのものは，ある意
味で，本稿の主張と結果的には必ずしも対立す
るものではなくなっている。というのは，こう
いうことである。ある人が語の発話によって何
かを意味するためには，言い換えれば，それが
ランダムな・無意味な発声でないためには，そ
れが解釈可能なものであることが必要だと既に
述べた。そして，「解釈可能である」とは，話
者個人において見出される事実なのではなく，
話者と解釈者との間で成立する関係のあり方な
のであった。この意味で,Kripkeの懐疑論が否
定しようとした類の“個人において成立してい
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(12)その関数を◎で表すならば，
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．
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してSearleは，「私は自分の意味していることを知
っているIknowwhatImean」という一人称による
主張の特権性によって反駁しようとしている
(Searlel987)｡SearleへのQuine的立場からの反論
としてHylton(1990-1991)参照。
(15)むしろ，実はこのような限定自体が，「意味する」
という現象を不当に狭く捉えていることに注意を
促したい。この点は後に論じる。
(１６)「タベヤー」とは，エッフェル塔以外で見出さ
れるテーブルか，エッフェル塔で見出される椅子
のことである。
（17)もちろん，前者の意味での「正当化」の有無そ
のものがコミュニケイションの対象となれば,そ
れは解釈に関与的となろう。しかしこのとき「正
当化」の意味は後者の範晴に移っているのである。
（18)このような論点について,Davidson(1986,1994)
の示唆を受けている。
（19)ここで触れたケース以外に，懐疑論を算術の例
から日常言語一般に拡張することを阻むと思われ
るのは，評価語の扱いである。「美しい」のよ･うな
評価語の使用は，算術の場合と異なり，その意味
（その語によって意味されること）によってのみ決
まるものではない。話者の評価という別種の要因
が関わってくるからであり，更に，評価語の意味
は話者の評価のあり方と切り離せないからである。
(20)これはもともとQuineが，同一の言語共同体に
属していることの規準として挙げた条件(Qi'ine
1969:87)であるが，ここではそれを転用した。
（21)盛山(1988:69,1995:258)参照。

には触れない。

(10)ここでひとこと注釈を加えねばならない。以下
で論じる「Kripkeの議論」は，実は,Kripke本人
が抱いている見解ではない。Kripkeによれば，こ
の本で示されているのは「彼の心を捉えた限りで

のWittgensteinの見解」だという。それゆえ，同書
の議論は時に@dKripkensteinの見解”と呼ばれてい
る。本稿は,Witigenstein解釈の問題には立ち入ら

ないので，以下はあくまで「Kripkensteinの見解」
をターゲットにしていることになる。

(ll)この本全体の構図を先取りして述べるならば，
懐疑論とその懐疑的解決という形でKripkeが提案
しているのは，「意味」あるいは「規則」という語
を使ったわれわれの言葉遣いに関する言語観の転

換である。その転換は次のように表現されるだろ
う：「ジョーンズは『+』によってアデイシヨンを
意味している」といった文の説明を与える際に，
真理条件(Kripkeにとってそれは殆ど「対応する
事実」と同義であることに注意）によってではな
く，言明可能性条件(assertabilitycondition=主張
可能性条件）ないし正当化条件just if icat ion
condition(如何なる条件下でその種の言語使用が
正当化されるか）と，その言語使用がわれわれの
生活において如何なる役割と有用性を持っている
のかによる説明（＝言語ゲームの記述）へと転換
せよ。
Kripkeはこう述べている。

我々はただ単に，そのような通常の表現（｢プ
ラスによってアデイションを意味している」の
ような表現：引用者）に対し哲学者達が誤って
与えた「法外な事実」の存在を，否定しようと
思っているのであり，そのような表現そのもの
の正当性を否定しようと思っているわけではな
いのである。(135)
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(22)同様の主張はDummett(1974)にも見出される。 於・関西学院大学）における報告原稿を改稿した
ものである。

＊本稿は，第71回日本社会学会大会(1998.ll.22/
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